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VAT がががが減額減額減額減額となるとなるとなるとなる商品商品商品商品及及及及びびびびサービスサービスサービスサービス：：：：Circular 13/2009TT-BTC 

 
 はじめにはじめにはじめにはじめに 

 財務省は 2009 年 1 月 22 日付けで、Circular 13/2009/TT-BTC を公表しました。これはいくつかの商品及びサービスを対象に VAT を 50%減額する措置に関するガイダンスとなっています。 当該 50％減額措置は、2009 年 1 月から 2009 年 12 月までに提供される商品及びサービスに対して適用されます。 

 注意すべき事項は以下の通りです。 

 適用対象適用対象適用対象適用対象 

 
VAT50%減額措置の対象となる商品及びサービスは、現行 Circular（2008 年 12月 26 日付けで発行された Circular No 129/2008/TT-BTC の Part B, Chapter II, 

Point 3 ）下で、10%の VAT がかかる商品及びサービスとなります。 

 具体的には、以下の 19 項目が VAT50%減額措置の対象となっています 

 

1． 機械エンジニアリング製品で、製品の原材料として使われるもの （つまり最終消費者が消費する機械エンジニアリング製品を除く） 

2． あらゆる種類の車 

3． 車のスペアパーツ 

4． 船舶及びボート 

5． 製品や商品を作る際の金型を含む、あらゆるタイプの鋳型 

6． 自動的にデータ処理を行う機械 （例）コンピューター、コンピューター部品、コンピューターに使用されるプリンター 

7． コンクリート製品 

8． 輸送サービス （実際の輸送業務に関わらず、手数料のみを受領する仲介代理店業を除く） 

9． パッケージツアー型の旅行サービス、ホテルサービス 

 
 

VAT インボイスインボイスインボイスインボイスのののの発行発行発行発行にににに関関関関するするするするガイダンスガイダンスガイダンスガイダンス 

 当該 Circular は、VAT50%減額措置の対象となる商品及びサービスに関して、その VAT インボイスの発行についても詳細に規定しています。 

VAT インボイスの発行にあたって発行者が注意すべき事項は以下の通りです。 

 

• 記載すべき VAT レートは“10%ｘ50%”となります。 

• インボイスには VAT の金額(減額後)を記載しなければなりません。 

• インボイスには購入者が支払う仕入合計金額（VAT の金額を含む）を記載しなければなりません。 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内容内容内容内容     はじめに  適用対象  VAT インボイスの発行に関するガイダンス 
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This Tax Alert is published for the clients and professinals of the Deloitte-Vietnam offices. The contents are 
of a general nature only. Reagers are advised to consult their tax advisors before acting on any information 
contained in this newsletter. For more information or advice on the above subject or analysis of other tax 
issues, please contact us.   
 
If you prefer to receive future issues by soft copy or update us with your new correspondence details, please 
notify Ms.Quynh Hoa (Hanoi Office, email :hotrinh@deloitte.com) or Ms. Tram Anh (Ho Chi Minh City Office, 
email: adinh@deloitte.com).  
 

 


